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日  時 : 平成 2９年 2 月 20 日 (月) 午前 10 時 25 分 

 

場  所 : 合同庁舎 ４階 大会議室 

 

      議  題 

 

       第 1 号議案  農業委員会の新委員・推進委員の 

募集について 

        

 

 

        

 

       そ の 他 

 

 

 

坂出市農業委員会 
 

 



出席委員  14 名 

 

１番 井上 雅史            22 番 中村 一信 

２番 木下 得代            23 番 北山 定男 

３番 寺嶋 秀行            26 番 大原 眞路（農地部会長） 

６番 松下 良夫（農政部会長）   28 番 東山 光徳 

13 番 平田 忠司               29 番 中村 康男（会長職務代理） 

18 番 平田 正幸（会長）       30 番 藤本 俊彦          

20 番 大西 和男（農地部会長職務代理）  

21 番 新谷 豊敏（会長職務代理）  

        

 

 

欠席委員   3 名 

 

11 番 細谷 秀樹 

14 番 若谷 修治 

19 番 大林 正利 

 

 

 

 

事務局出席者 

 

事務局長    細川 英樹 

事務局長補佐 藤井 良清 

事務局次長   岡崎 伸一郎 

書記       田路 幸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【事務局長】 

おはようございます。農地部会が長引きご迷惑をお掛けしております。

また確定申告が始まっており、駐車場の面でもご迷惑をお掛けしたと思い

ます。申し訳ございません。ただいまより２月の農政部会を開催致します。

現在１７名中、１４名のご出席をいただいておりますので、この部会が成

立していることを報告いたします。また、細谷委員さん・若谷委員さん・

大林委員さんより欠席のご連絡をいただいております。 

 それでは、坂出市農業委員会部会会議規程第７条の規定によりまして、 

以後の議事進行を松下農政部会長にお願いしたいと思います。 

松下部会長よろしくお願いします。 

 

 

『部会長』 

ご一同におはようございます。お忙しいところ ご出席いただきありが

とうございます。 

早速ですが第１号議案、『農業委員会の新委員・推進委員の募集について』

を議題に供します。 事務局に説明を求めます。 

 

 

【事務局長】 

議案の１ページをお開きください。１月の農政部会において、農業委員

と農地利用最適化推進委員の募集要領(案)についてご審議いただきまして

ご了承いただいたところですが、委員と推進委員の推薦および応募の申込

書の様式が出来上がりましたのでご説明いたします。 

 

議案に基づき説明 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

『部会長』 

事務局の説明が終わりました。 第１号議案『農業委員会の新委員・推

進委員の募集』について なにかご意見・ご質問はございませんか。 

 

 

『平田忠司委員』 

 今のご説明のあった推薦者の欄について、推薦者３名以上のお名前とか

住所を書く欄はあるのですが、判は要らないのですか。 

 



【事務局長】 

 判子はいりません。ただ６ページを例にしますと、個人用推薦申込書の

一番下の欄に推薦者の代表者としてどなたか１人のお判はいただくことに

なります。 

 

 

『井上委員』 

 推薦していただける団体が複数ある場合は、代表の一つだけ書けば良い

のですか。 

 

 

【事務局長】 

 例えばどのような場合でしょうか。 

 

 

『井上委員』 

 例えば藤本さんと私の場合でしたら、坂出土地改良区と鎌田池土地改良

区等々の推薦があった場合ですね。 

 

 

【事務局長】 

  申込書の様式的には一つの団体の推薦しか想定していませんが、代表

推薦団体が坂出土地改良区で、同様に推薦する旨を用紙の余白を利用して

記載してもらうことは可能かと思います。 

 

 

『井上委員』 

 一つで良ければ一つにします。 

 

 

『部会長』 

 他にございませんか。 

 

 

【事務局長】 

 今までに事務局の方にご質問があって、お答えしたケースをご紹介して

おきます。 

 

※応募資格として市の職員はなれないのか？ 

 市の選挙管理委員会を通して問い合わせがありましたが、報酬を得て農



業委員会の会合に出ることは、本来の市職員としての「職務専念義務」の

問題があり、現職の市職員はなれないこととしております。 

 

※兼業農家は農業委員になれるのか？ 

 兼業農家でも農業委員にはなれます。ただし農業委員については月１回

の定例会への出席をお願いしたいと思いますので、その出席に差しつかえ

ない方でお願いしたいと考えます。 

 

※３年ごとに農業委員と推進委員を交代で勤めることは可能か？ 

 農業委員と推進委員を１人で兼務することはできませんが、３年ごとに

お互いが交代するか、新たな方を選任するかは各地域のご事情によります

ので問題ありません。 

 

 

『部会長』 

特にご異議もないようですので、第１号議案 『農業委員会の新委員・

推進委員の募集』についての審議は、これで終了します。 

 新委員さんの推薦や応募の取りまとめにつきましては、皆さんのご協力

をいただきまして、スムーズな推薦等をお願いしたいと思います。特に資

格の問題については充分気をつけていただきたいと思います。 

 

 

『部会長』 

その他案件として、事務局の方でなにかありますか。 

 

 

【事務局長】 

  ○集落営農を考える講演会(3/7・アイレックス開催)の出席要請 

   出席される方は 2/28までに連絡を 

○県外視察研修 3/29(水)～30(木)に決定、兵庫県養父市 

   人口 24,800人 H28.11.1より新農業委員制度に移行済 

   国家戦略特区として中山間地域の農業再生事業を行う 

以上です。 

 

 

『部会長』 

 それでは、これをもちまして２月の農政部会を閉会致します。 

ご審議をいただき、ありがとうございました。 

 

                       10:52 終了 


